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１．改正の背景
①改正前は宿泊者に対し
て感染防止対策への実効
的な協力の求めを行うこ
とができない。
②迷惑客について、営業
者が無制限に対応を強い
られた場合は、本来提供
すべきサービスが提供で
きない。

情勢の変化に対応して、
令和５年12月13日から改
正法が施行されました。

２．改正の概要

1. 宿泊拒否事由の追加

2. 感染防止対策の充実

3. 差別防止の更なる徹底
等

4. 事業譲渡に係る手続の
整備



３．宿泊拒否事由の追
加

厚生労働省令で定めるも
のを繰り返す行為を
特定要求行為といい、
具体的場面や状況に応じ
て総合的・客観的に判断
した上で負担が過重であ
れば、宿泊を拒否できま
す。

４．特定要求行為の具
体例

繰り返し求める行為例
・宿泊料の不当な割引や
不当な部屋のアップグ
レード等、過剰なサービ
スを要求する行為
・自身の泊まる部屋の上
下左右の部屋に宿泊客を
入れないよう求める行為
・特定の従業者のみ応対
させる等の行為
・土下座等の社会的相当
性を欠く方法による謝罪
を求める行為



４．特定要求行為の具
体例

繰り返し求める行為例
・泥酔し、他の宿泊者に
迷惑を及ぼす行為
・従事者に対して長時間
にわたり不当な要求を行
う行為
・従事者に対して要求の
妥当性に照らして当該要
求が不相当な行為

５．特定要求行為にあたら
ないもの

・障がい者等が社会的障
壁の除去を求めることは、
特定要求行為にあたりま
せん。
・営業者側の故意又は過
失により、宿泊者等が損
害を被った場合による合
理的な要求は特定要求行
為にあたりません。



６．感染防止対策の充
実
•感染防止対策への協力
や宿泊拒否できる事由
の対象となる感染症を
特定感染症と定義。

•特定感染症国内発生期
間に限り、宿泊者は営
業者から感染防止対策
への協力の求めがあっ
たときは、正当な理由
がない限り、その求め
に応じなければなりま
せん。

７．協力の求め

•留意点
①営業者は、宿泊者に協
力の求めを行うことも行
わないこともできる。
②宿泊者の置かれている
状況等を十分に踏まえた
上で協力の必要性等を判
断する必要がある。
③営業者は、事実上の強
制にわたるような求めや
威圧的な求めはすべきで
はない。
•特定感染症国内発生期
間について



７．協力の求め
•対象者
①有症状者②特定接触者
③患者等④その他の者と
分類

•協力の求めの内容
医師の診断結果や報告
①②

客室等での待機
①②③

健康状態等の確認
①②③④

８．協力の求めの内
容
•報告
原則、書面又は電子情

報処理組織を使用する方
法によって報告を求める
•客室等での待機
施設においてみだりに

指定する場所から出ない
ことを求める
•健康状態の確認
•その他の感染防止対策
咳エチケット等を求め

ることが考えられる



９．その他の留意事
項
•みだりな宿泊拒否の禁
止

•宿泊拒否の理由等の記
録

•その他の宿泊拒否制限
①違法行為関係（暴力、
罵倒、業務妨害、器物
損壊、恐喝、侮辱、軽
犯罪、詐欺等）
②宿泊施設に余裕が無
いとき

１０．障害者差別解
消法
•全ての国民が障害の有
無によって分け隔てら
れることなく、相互に
人格と個性を尊重し合
いながら共生する社会
の実現に向け、障害を
理由とする差別の解消
を促進する目的で制定
施行されている。

•施設は合理的配慮の提
供をすること。



１０．合理的配慮の
提供
•施設HPなどで「配慮が
必要なことがありまし
たら、ご自由に記載く
ださい」等を伝えるこ
と

•サービスや安全性等で
漠然とした理由で宿泊
拒否することは旅館業
法違反になる恐れがあ
る

１１．その他
•個人情報を取得する場
合は、プライバシーの
侵害にならないように
注意すること

•保健所において、営業
者に報告徴収を行った
場合、それに応じない
場合は罰則の対象にな
り得る




